
【チェック用】上田市上下水道工事(機械器具設置・電気通信・電気他）　工事関係書類一覧表 適用日；令和8年6月以降、入札公告案件～

表の順序で書類をつづり、この一覧表は施工書類とあわせて監督員に提出してください

工事担当係長

注；№は長野県と同じ番号、白数字欄は上田市独自の内容になります。　注1；「※」必要等に応じて「提出」する書類

報告 現場代理人 監 督 員
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督
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契
約
図
書

1~6 ○

7

①特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄からなる資材、木材、ア

スファルト・コンクリート）を用いた解体工事、もしくは使用する新築工事等

②建築物（扉を開いて人が内部に入ってメンテナンスするもの：ポンプ室、

水質計器室等）で請負金額１億円（税込）以上

　または、建築物以外（屋外にあるもの：流量計ピット、屋外発電機等）で請

負金額500万円（税込）以上

上記①と②に該当する場合は建設リサイクル法の書類の提出が必要

× ○ ○
※ 〇 -

8 ○ ○ ○ - 〇

9 No.7参照 × ○ ○ ○
※ 〇

契約前
-

契約関係書類 10 契約担当が確認 ○ ○ 〇
契約時

-

11 ○ ○ 〇 -

12 ○ ○ 〇 〇 □ □ □

13 ○ ○ 〇 〇 □
・代理人等変更
届「上田様式2」

□ □

14 ○ ○
※ - -

15

事象発生から10日以内に登録す
る
変更は登録者・工期に変更が
あった場合のみ、金額変更のみ
の場合は不要

× ○

〇
着手時

変更時

竣工時

訂正時

-

16-0
請負金額1,500万円以上の場合、両項目の希望の如何を指

定様式により提出する。

※金額未満も可
○

※ ○ ○
※ 〇 -

上田市HP『情報
共有及び電子
納品実施（希
望）調書』

16 ※電子納品を実施する場合提出 ○
※ ○ ○

※ 〇 〇

17 ○ ○ 〇 〇

18 No.7参照 × ○ - 〇

施工体
制確認 19

○

20

※500万円未満の工事の場合

‣➋計画工程表、➌現場組織表、➏主要資

材、❿緊急時の体制及び対応、⓬環境対策

中、「周辺調査」のみ、⓮再生資源の利用促

進と建設副産物の適正処理方法、⓯法定休

日・所定休日(週休二日の導入)、⓰その他

中、「関係者(機関)との協議予定」のみとする

ことができる。なお、⑦施工方法（主要機械、

仮設備計画、工事用地等含む）、⑧施工管理

計画、⑨安全管理、⑪交通管理は監督員が

必要と認めた場合は提出する。

‣全16項目中、上記以外の項目は、(1)工事概

要、(4)指定機械（⑦施工方法に規格まで記載

すれば省略可）、(5)主要船舶・機械、⒀現場

作業環境の整備の４項目になります。

○ ○ 〇 〇
・周辺調査表
「上田様式１」

21 No.7参照 × ○ ○
※ 〇 -

22

規定量①土砂500m3以上 or ②砕石500t以上 or ③加熱Ａｓ

混合物200ｔ以上を搬入、もしくは規定量①土砂500m3以上

or ②コンクリート塊・アスファルトコンクリート塊・建設発生木

材が合計200t以上を搬出 ※対象となる場合、最終処分先

まで元請の確認が必要

○ ○ 〇 ○

23 No22参照 ○ ○ 〇 ○

23-1 対象は交付金事業で1000万以上の屋外工事 ○ ○
※ 〇 〇

24
①産廃業者は施工体制台帳の提出は不要

（ただし、契約書を提出する）

②自社の退職金制度の書類は提出不要（た

だし、作成し現場に備付義務あり）

○ ○ 〇 〇

25 ○ ○ ○ ○

26 ○ ○ 〇 〇

27 ○
〇

現場掲

示確認

-

28 ○ ○ 　 〇 〇

29 × ○ ○ 〇 〇

30 × ○ 〇
※ -

31 × ○
〇

貼付状

況確認

-

契約書第18条
第１項該当あり

○ ○ 〇 〇

契約書第18条
第１項該当なし

○
○

口頭可 - -

設計図書
修正必要あり

○ ○ 〇 -

設計図書
修正必要なし

○
○

口頭可 - -

①特定工作物（非常用発電機、下水道設備等）の撤去を含む工事

②特定工作物以外の工作物（制御盤、上水道設備等）で塗料その他の石綿

等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業を含む工事

上記①か②に該当する場合は事前調査等が必要

○ 〇 - -

建退共発注者用掛金収納書
(建設業退職金共済制度)

中小企業退職金共済制度等加入証明
書類
※下請負人加入状況一覧作成＆提示不要

建退共証紙受払簿
（外部サイトHP参照）

工
事
書
類

32
設計図書照査
確認資料

33
工事(起工)測量
結果

施
工
計
画

設計図書
現地確認

石綿障害予防規則による
石綿事前調査結果等の報告・届出

情報共有及び電子納品_実施(希望)調書

事前協議チェックシート

品質証明員通知書
※設計図書で品質証明の対象工事と明示さ
れ、品質証明員を定めた場合

通知書（建設リサイクル法）
※建設リサイクル法対象工事の場合

施工
計画書

施工計画書
（原則として全工事で提出する。ただし、
工事内容等により、監督員が不要と認め
た場合はこの限りではない。）

告知書（建設リサイクル法）
※建設リサイクル法対象工事の場合

再生資源利用計画書
（外部サイトHP参照）

再生資源利用促進計画書
（外部サイトHP参照）

現場環境改善費実施計画　※対象のみ

下請負人等一覧表　※施工体系図で可

その他 コリンズ（工事実績）登録及び「登録内
容確認書」
(外部サイトＨＰ参照）

設計図書 長野県土木工事共通仕様書(県HP参
照)、特記仕様書、図面、現場説明書、
質問回答書、工事数量総括表

その他
説明書（建設リサイクル法）
※建設リサイクル法対象工事の場合

契
約
図
書

契約書

建設工事請負契約書

契約書別紙　（分別解体の方法等）
※建設リサイクル法対象工事の場合

請負代金内訳書

火災保険等及び法定外労災保険の付
保に関する資料

工程表

技術者等の通知書
（現場代理人及び主任技術者等）

前払金請求書　　※該当の場合

施工業者名 現場代理人

工 事 名

しゅん工時

提出 提示
提
出

要
・
不

要

　 参考様式

‣記載無は県(国)様

式を使用

‣記載有は参考様式

が市HPに掲載

種　　別

契約
額500
万円
未満

書類作成者
受注者作成書類の位置付け

施

工

中

、

監

督

員

が

施

工

プ

ロ

セ

ス

チ

ェ

ッ

ク

リ

ス

ト

で

確

認

完

成

検

査

対

象

工事担当課長 監　督　員

工事箇所

請負代金額

施
工
計
画

工
事
書
類

施工体
制確認

施工体制台帳
（元請人、下請人に関する事項）

再下請負通知書
（施工体制台帳添付資料として現場備
付義務あり）

下請契約書、委託契約書写し
（施工体制台帳に添付資料として現場
備付義務あり）

施工体制台帳作成建設工事の下請負
人に対する通知の写し
（施工体制台帳に添付）

施工体系図
（施工体制台帳に添付）

施工体
制確認

（※契約
額800万
円以上の
場合のみ
必要）
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‣記載無は県(国)様

式を使用

‣記載有は参考様式
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34 ○ ○ - -

承認図 上田市材料一括承認を準用するため一括承認該当の製品

およびJIS認定品は、提示、提出いずれも不要。 ○ ○ - 〇

上記以外 コンクリートは配合計画書を提出すること ○ ○ - 〇

36
実施工程表を作成し、資材使用量記入・設計数量と対比等

が確認できる場合は、提出不要

「週休２日工事」の場合は、その状況がわかるもの。
○ ○

※ -
〇

(作成の

場合)

37 国交省様式 ○ ○ ○ ○ - 〇

38

39 清算時の契約、工期や数量だけの変更の場合は不要 〇
※ ○ ○ - 〇

40 道路掘削申請書・道路通行制限申請書・発電設備設置届出書等の写し 等 ○ ○ 〇 -

41 ○ ○
※ 〇 -

42 ○ ○
※ ○

請求時 〇 - 〇

43
宛名元請、打設完了時間、気温
を記入すること

○ 〇 - 〇

44 × ○
○

請求時 〇 - 〇

45 ○
〇

連絡状

況確認

-

46

・出来形管理表、及び出来形管理図は、基礎やコンクリー

ト、土木工事部分について必要

・監督員が立会いして材料検査・段階確認を行った箇所の

出来形管理・立会いの写真は不要（出来形管理表は必

要）。また、机上で段階確認を行うことも可能。

○ ○ 〇 〇

47 ○ ○
※ - 〇

安全管理 48
安全教育は現場期間が１５日以内
なら実施不要 × ○

〇

請求時 〇 -

49 ○ ○
※ - -

50 ○ ○
※ - -

51 記録を整備し、提出は不要。 ○
〇

点検状

況確認

-

工程管理

52 No.36を作成した場合は、提出不要 〇
※ ○ ○

※ -
〇

(提出した

場合)

53
出来形
管理 54

基礎やコンクリート、土木工事部
分について必要

○ ○ 〇 -

55 ○ ○ - 〇
【別紙】 工事区分による試験成績等提出書類　チェックシート 〇 〇 - -

56
基礎やコンクリート、土木工事部分について必要（コンクリートの圧縮強度試験は総使用量が

50m3未満の場合はレディーミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質管理証

明書等のみとすることができる。）
○ ○ 〇 -

56-1 ○ ○ 〇 〇

56-2 ○ ○ 〇 〇

56-3 ○ ○ 〇 〇

56-4 ○ ○ 〇 〇

その他 57 ○ ○
※

○
※ 〇 〇

58
59
60

61 ○ ○
※ - ○

62
基礎やコンクリート、土木工事部
分について必要

○ ○ - 〇

63 ○ ○ - 〇

64
基礎やコンクリート、土木工事部
分について必要

○ ○ - 〇

65 ○ ○
※ - 〇

66 ○ ○
※ - 〇

66-1 ○ ○ - -

66-2 ○ ○ - 〇

66-3 ２年間の保証が必要 ○ ○ - 〇

67 ○ ○
※ - 〇

その他 68 × ○ ○
※ - 〇

69 No22参照 ○ ○
※

〇
※ ○

必要時

70 No22参照 ○ ○
※

〇
※ ○

必要時

71 No.7参照 × ○ ○ - 〇

72 〇
※ ○ ○

※ - 〇

72-1 No23-1参照 ○ ○
※ 〇 〇 ・上田様式13

契約関係書類 73 ○ ○ - 〇

74 ○ ○
※ - -

75 ○ ○ - -
完成図書 しゅん工書類とは別に別途ファイリングをし、監督員の承諾

後、現場に保管すること 〇 〇 - -

契約関係書類
契約書に係る届出
　※事案発生毎随時

実施工程表

１００％出来形図、竣工図（機械、電気）

品質管理表又は品質管理図

品質証明書
※設計図書で品質証明の対象工事と明示規
定された場合

品質記録保存
※対象構造物が要領に該当する場合

各種取扱説明書

メーカー保証書・出荷証明

出来形管理表又は出来形管理図
（工事施工時）

80%出来形図・数量計算書

品質管理表又は品質管理図
（工事施工時）

工場検査結果（試験成績書）

試験成績書
（接地抵抗、絶縁抵抗、動作試験）

総合運転試験

その他、技術管理上必要な書類

工事書類

受注者保証書

工事写真
※着工前・完成はデータも提出

産業廃棄物管理票（マニフェスト）
※産業廃棄物が搬出される工事

出来形管理表又は出来形管理図

下請契約における県外企業採用報告書

県外産資材使用報告書

県産土木用材産地証明書

完成図・取扱説明書

竣工届

引渡書　※引渡しを求める場合

請求書

創意工夫・社会性等に関する説明資
料　※該当項目有の場合

再生資源利用実施書

（外部サイトHP参照）　※コブリス・プラスで確認

再生資源利用促進実施書

（外部サイトHP参照）　※コブリス・プラスで確認

再資源化等報告書

マニフェスト集計表
※マニフェストを発行した廃棄物がある場合

現場環境改善費実施報告書
　※対象のみ

安全教育訓練実施資料（各種安全パト
ロール、KY活動、新規入場者教育）

工事事故速報、報告書　※発生の場合

現場休業届
※長期の際、緊急連絡先をメール等で連絡

過積載防止対策

品質管理

立会依頼

段階確認書（添付資料）
・施工図
・出来形管理表、及び出来形管理図
・写真（※臨場した場合不要）

休日・夜間作業届
※現道上工事の場合

関係機関協議資料

地域住民との打合せ資料
※工事のお知らせ、苦情等の場合

材料品質規格証明書
※設計図書で定められている材料がある場合

監督日誌

工事打合せ簿

変更施工計画書　※重要な変更の場合

経緯表
施工管理施

工
状
況

工事履行報告

レディーミクストコンクリート納入書

材料等納入伝票

35
使用材料承認願
（機器承認図）

工事記録　※作成した場合

■注意事項

残土搬出先；
要確認


